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諮問庁：金融庁長官 

諮問日：令和５年１月１９日（令和５年（行情）諮問第３１号） 

答申日：令和５年７月３日（令和５年度（行情）答申第１７３号） 

事件名：行政文書ファイル「特定金融機関（決裁Ｈ３０．３．１３実施）」に

つづられた文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その一部

を不開示とした決定については，別表の５欄に掲げる部分を開示すべきで

ある。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和４年７月２６日付け金総政第４５

９２号により金融庁長官（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである（なお，資料の内容は省略す

る。）。 

 （１）審査請求書 

    審査請求人は,令和４年５月２７日，処分庁に対して行政文書開示請

求（ｅ－Ｇｏｖ文書管理検索結果における「新管理簿／特定金融機関

（参考資料）Ｈ３０．３．１３実施」の全文書）申請を実施し，全５７

５頁中２００頁の開示と３７５頁の全部不開示の決定通知を受領した。 

    開示が行われた２００頁についても具体的な内容については殆どが黒

塗りであり，要約することもできない程度の断片的な開示に留まった。

また全部不開示の３７５頁については全く情報が無くブラックボックス

の状態である。開示された内容は平成３０年１０月５日の行政処分「特

定金融機関に対する行政処分について」にて公開されている内容と大差

がなく，本件開示決定による開示は当該業務改善命令が発出された背景

について国民が「知る権利」を行使したものであるにも関わらず，開示

文書の内容が乏しく法１条に記載されている「政府の有するその諸活動

を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに，国民の的確な
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理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的」

が十分に果たされたといえる状況に無い。 

    更に，本件は単なる行政処分ではなく，①多数の自己破産者や自殺者

を生み出した社会問題である点，②業務改善命令は発出されて既に４年

超が経過したにも関わらず，未だ改善命令が解除されていない点も特筆

すべき事項である。本件行政開示請求文書は，今もなお続く社会問題に

ついての説明責任を問う請求であることを踏まえ，法７条も参照した上

で特段の配慮をご検討賜りたくお願い申し上げます。 

 （２）意見書 

   ア 原処分及び金融庁の理由説明書（下記第３を指す。以下同じ。）に

対する審査請求人の意見 

金融庁は行政文書開示決定処分及び本件の理由説明書において法５

条１号，２号イ，６号柱書き及びイを根拠として多くの文書を「不

開示又は一部不開示（黒塗り）」とした。法５条には「行政機関の

長は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に次の各

号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求

者に対し，当該行政文書を開示しなければならない。」とされ，そ

の１号は「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その

他の記述等（文書，図画若しくは電磁的記録に記載され，若しくは

記録され，又は音声，動作その他の方法を用いて表された一切の事

項をいう。次条第二項においても同じ。）により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個

人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情報を除

く。」とある。本条により開示文書から「個人名」及び「印影」が

不開示となることについては妥当性があることについて審査請求人

に特段の異論はない。 

法５条２号は，「法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公

共団体及び地方独立行政法人を除く。）に関する情報又は事業を営

む個人の当該事業に関する情報であって，次に掲げるもの。ただし，

人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必

要であると認められる情報を除く。」とありそのイは「公にするこ

とにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの」とある。これにより金融機関

の経営・内部管理等に係る情報，取引先情報等の記載の多くを全部

または一部不開示としている。理由説明書においては「公にした場
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合金融機関の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるため」としている。これに対し審査請求人は見解を異にする。

本件は単なる「健全な金融機関に対して行われた検査」に対する開

示請求ではなく「不健全な金融機関に対して行われた検査」である

ことは本件検査後に対象の金融機関に対して行政処分が行われたこ

とからも明らかである。対象金融機関職員が不正を認識しながら業

務を行い，多くの被害者（自死した者も含む）を生み出した社会問

題である。既に対象金融機関は果たすべき健全な業務運営や適切な

内部統制を機能させず，特定業法によって認可された金融機関とし

ての責任を果たさないばかりか，不動産業者の不正を明確に認識，

もしくは少なくとも相当の疑いを持ちながら業務を行ったと事実認

定がなされている。（金融庁ホームページより抜粋）つまり，今回

の不開示となった部分には，法によって守るべき金融機関の利益が

含まれており，それは「不正行為を行った事実」に関するものが含

まれるということとなる。既に開示がなされた文書を読むと具体的

な不正に関する部分は多くが黒塗りの対象となっており，内容の把

握が困難な程度に広い部分が「一部・全部不開示」とされている。

審査請求人は黒塗りの部分に「真に守るべき（＝不開示とすべき）

情報」が含まれているかについては把握できないが，業務停止・業

務改善命令が発出され，社会問題となり，多くの被害者を出した問

題に対して行われた検査である特殊性を一切勘案せず法の文章を表

面的に適用して非常に広い部分に対し不開示がなされたことは遺憾

念（原文ママ）であると共に「金融庁が本件について必要以上に広

い部分を不開示とすることは，特定金融機関の不正にかかる記述部

分は金融庁が特定金融機関の権利・利益を守るべきものとして不開

示としたもの」とも捉えることができるため，不開示部分の精査が

必要になると審査請求人は考える。時間が限られており，個別の記

載部分の指摘は実施しないものの，審査会が真摯に本件の問題をと

らえ，時間を頂けるのであれば，個別具体的に精査が必要だと考え

る箇所について指摘することもやぶさかではないと審査請求人は考

えている。審査請求人がこのように考える理由として，金融庁は特

定金融機関に対し高い評価をしていたことが複数のマスコミの記述

から明らかとなっている。金融庁は当時，間違った認識を広く一般

に広げることで特定金融機関の不正は増長された可能性があると考

えており，金融庁は本件について可能な限り文書を開示しないイン

センティブが働く可能性を強く危惧している。当然，そのようなこ

とは国家に仕える公務員の職務としてあり得ないとは考えているも

のの，本件の不開示となった部分については第三者の目が入ること
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に大きな意義と必要性があると審査請求人は考えている。 

法５条６号柱書きは「国の機関，独立行政法人等，地方公共団体又

は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，公

にすることにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性

質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

もの」とされそのイには「監査，検査，取締り，試験又は租税の賦

課若しくは徴収に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見

を困難にするおそれ」とある。金融庁は現在の金融機関の検査は金

融機関の協力が必要，公にすることで当局と金融機関の信頼関係を

損ない検査に支障をきたす可能性を挙げて非開示としているが，こ

の点について審査請求人は疑念を呈する。仮に支障が生じるのであ

れば特定業法によって報告・資料の提出・立入検査を行い，不十分

な協力しか得られなければ業務改善・業務停止・免許の取り消しを

行えばよい。金融機関の協力が得られず，資料が得られないから適

正な事務遂行が妨げられることが懸念と捉えられるが，ここで必要

とされる「適正」な状態は「金融機関の適正な監督」であり「協力

関係により容易に資料が金融機関から提出され，低コストで効率的

に検査を行うことができる，容易に不正が発見できる」ことではな

い。監督官庁自身が「適正な遂行」に無意識のうちに効率性の観点

を入れてはいないだろうか。多少の非効率であったとしても正しい

ことをルール通り行い，国民生活の維持向上を図ることが公務員に

求められている役割ではないか。本号による不開示はその適用に慎

重であるべきで安易に適用されるべきではない。金融庁の理由説明

書には検査の手法や着眼点などの記載が公にされることを懸念する

記載があるが，検査の手法・監査の手法自体は一般的に学ぶことが

できるものである為，金融機関個別に定める業務規則や取扱要領，

事務マニュアルなどの具体的名称が公にされなければ済む話であり，

そこから「何が判明したのか」という点まで黒塗りにする必要は無

い。本号によって安易に広い範囲が不開示とすることは厳に慎むべ

きであると審査請求人は考える。 

情報公開・個人情報保護審査会の委員の各位におきましては，法の

条文を並べて安易に広い範囲の不開示がまかり通る可能性，本件の

特殊性（特に金融庁に不開示範囲を増やすインセンティブがある

点）など慎重な検討をお願いしたい。 

   イ 法７条による裁量的開示の要否に対する金融庁の理由説明書に対す

る審査請求人の意見 

     まず，細かい指摘となるが理由説明書の記載に「本件についてみる
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と，審査請求人は，本件対象文書が特定金融機関に対して業務改善

命令を出す直前に実施された検査に関する文書であるなどとし，開

示の必要性を述べている」と記載がなされているが，客観的に観測

される事実を見れば，本件は明らかに業務改善命令を発出する直前

に実施された検査である。金融庁は本件請求が「通常の健全な経営

をしている金融機関に対する一般的な検査に係る文書の開示請求」

であると認識しているのであれば，本件に対する認識を改めていた

だく必要がある。本件は業務停止・業務改善命令が発出され「金融

庁がよい金融機関と話していた特定金融機関が実は不正によって多

額の利益を上げていた」実態を確認したものであり，明らかに業務

改善命令直前の時期に行われた検査に係る文書である。審査請求人

の認識が間違っているかのような記載がなされていることは遺憾で

あると共に，顧客目線の業務運営を金融機関に求める金融庁がこの

ような客観的事実を見失っていると思わせるかのような記載が出て

きたことで，審査請求人は本件の全部・一部不開示の決定はやはり

再考されるべきものであるとの確信を深めている。 

     審査請求人が法７条の公益的観点による開示を敢えて求めているの

は既に述べている通り，本件は「業務停止・改善命令に強く関連す

る文書」であること「金融庁に本件文書での全部・一部不開示部分

を増やすインセンティブが働く状況であること」，既に多くの被害

者を発生させ，その「被害は業務改善命令発出から４年以上を経過

しても解決がされていない」ことなど社会に大きな影響を与え，多

くの被害者を現在進行形で苦しめている問題である。本件の開示が

この社会問題の解決に資することは明らかであると審査請求人は確

信をもっていえる。なぜならば，全部不開示・一部不開示の部分を

精査することで「特定金融機関が不正を認識していた，容易に認識

しうる状況であった，不正を自ら実行した，不正を認識して黙認し

た」などの具体的状況や検査担当官の「認識」，発見された「事

実」などを明らかにすることができるためである。 

     また，審査請求人は本件の開示が「（公に）開示と非開示」の２者

択一の選択ではなく「守秘義務契約締結の上で，閲覧のみ」とする

などの開示方法も取りうると考えている。法に具体的な記載はなく

とも，本条による開示としてそのような特段措置の上で開示するこ

とを検討することは金融庁側の懸念を払拭し，双方が納得性のある

結論を得ることを探ることができる方策になりうると考える。 

   ウ 最後に 

     情報公開・個人情報保護審査会のご関係者の皆様におかれましては，

本件は決して「通常の審査請求」ではない特殊性・重要性をご認識
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頂きたい。情報の非対称性がある以上，審査請求人が本件の当初開

示の真の妥当性について判断は困難であるが，少なくとも，本件は

金融庁自身の監督不足，金融庁による誤った認識によって被害が拡

大した可能性があり，その実態が公になることを避けるインセンテ

ィブが働く事案であることを踏まえ，当初開示が本当に妥当である

かについては十分ご検討いただき，疑念がある場合は追加の議論を

経て，可能な限りの柔軟な対応を頂けるよう強くご依頼をさせてい

ただくものです。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

   審査請求人が，令和４年５月２６日付け（同月２７日受付）で，処分庁

に対して行った行政文書開示請求（以下「本件開示請求」という。なお，

本件開示請求は法１０条２項に基づき，開示決定等の期限が同年７月２６

日まで延長された。）に関し，処分庁が，原処分をしたところ，これに対

し審査請求（以下「本件審査請求」という。）があったが，以下のとおり，

原処分を維持すべきものと思料する。 

 １ 本件開示請求に係る行政文書について 

   本件開示請求に係る行政文書は，本件対象文書である。 

 ２ 原処分について 

 （１）原処分の概要 

    処分庁は，本件対象文書の一部を開示するとともに一部を不開示とす

る旨の決定をした。 

 （２）本件審査請求に係る不開示理由について 

    原処分は，本件対象文書（合計５７５枚）のうち，法５条１号，２号

イ，６号柱書き，６号イを根拠として，行政文書開示決定通知書別紙の

「不開示とした部分」記載の部分につき，不開示とした（全面不開示３

７５枚，一部不開示１９２枚，全部開示８枚）。具体的な不開示理由は

次のとおりである。 

   ア 法５条１号 

     不開示とした部分には，検査官の印影，氏名，役職が記載されてお

り，これは特定の個人を識別することができる情報であって，どの

金融機関をどの検査官が検査を行ったかについての公表慣行はない

ため，不開示とした。 

   イ 法５条２号イ 

   （ア）不開示とした部分には，金融機関の経営・内部管理等に係る情報

及びその取引先に係る情報が記載されており，これを公にした場合，

金融機関の内部管理態勢等が明らかになるなど，当該金融機関等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため，

不開示とした。 
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   （イ）不開示とした部分には，特定金融機関の代表者等又は法人の印影

が記録されており，当該印影は認証的機能を有し，実社会において

重要な役割を果たしている。これを公にした場合，偽造されること

等により財産的損害等を及ぼし，特定金融機関の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあることから不開示とした。 

   ウ 法５条６号イ 

不開示とした部分には，検査の着眼点や検査の手法等，検査方法に

係る情報が記載されており，これを公にすることにより，検査にお

いて違法若しくは不当な行為の発見を困難にして，検査事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

また，検査は被検査金融機関の協力を得て，その経営の健全性及び

業務の適切性の実態把握を行うものであるが，不開示とした部分に

は，金融機関の経営内容等に係る情報及びその取引先に係る情報が

記載されており，これを公にすることになれば，検査当局と金融機

関との信頼関係を損ない，今後，検査において金融機関の協力が得

難くなり，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為の発見を困難にして，検査事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるため，不開示とした。 

   エ 法５条６号柱書き及びイ 

   （ア）不開示とした部分は，検査の着眼点や検査の手法等，検査手法を

類推可能な情報であり，これを公にすることにより，検査当局によ

る検査手法や検査の深度や範囲が明らかとなり，ひいては，検査対

象となる金融機関において，問題点の発覚を不正に免れるための措

置や対策を講じることが可能となるなど，検査当局の検査に係る事

務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為の発見を困難にするおそれその他検査事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるため，不開示とした。 

   （イ）不開示とした部分には，検査の着眼点や検査の手法等，検査方法

に係る情報が記載されており，これを公にすることにより，検査に

おいて違法若しくは不当な行為の発見を困難にするなど，検査事務

全般の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

      また，検査は被検査金融機関の協力を得て，その経営の健全性及

び業務の適切性の実態把握を行うものであるが，不開示とした部分

には，金融機関の経営内容等に係る情報及びその取引先に係る情報

が記載されており，これを公にすることになれば，検査当局と金融

機関との信頼関係を損ない，今後，検査において金融機関の協力が

得難くなり，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為の発見を困難にして，検査事務の適正な遂行に支障を
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及ぼすおそれがあるため，不開示とした。 

 ３ 審査請求人の主張について 

 （１）審査請求の趣旨 

    上記第２の１のとおり。 

 （２）審査請求の理由 

    上記第２の２（１）のとおり。 

 ４ 原処分の妥当性について 

 （１）立入検査について 

    一般論として，金融機関に対する立入検査は，金融機関の業務の健全

かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときに，金融機関の

営業所その他の施設に立ち入らせ，その業務若しくは財産の状況に関し

質問させ，又は帳簿書類その他の物件を検査させることができるものと

されている。 

    また，特定業法は，金融機関に対する検査に関して，検査担当部局に

対し，刑事手続における強制捜査のような書類の押収権限等を付与して

おらず，かつ，正当な理由がなく検査拒否等をした者に対して罰則を設

けることにより，間接的に検査の受忍を強制しようとしたにすぎない。 

    この点，「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」（令和４年

１２月）・別紙２「立入検査の基本的手続」においても，立入検査は，

モニタリングを実施する上での一手段である一方，被検査金融機関に大

きな負担等をもたらすおそれがあるので，被検査金融機関の理解と協力

があって実施できるものとしているところである（上記監督指針１８４

頁）。 

    このような理解を前提として，被検査金融機関に対する検査及びこれ

に付随する事務の内容については，被検査金融機関の経営管理態勢等の

検証の着眼点，手法及び結果のほか，検査で把握された経営上の機密・

ノウハウ，被検査金融機関とその取引先との関係の程度など，検査及び

これに付随する事務の内容が公となれば，「①被検査金融機関やその取

引先の権利，競争上の地位やその正当な利益を害するおそれがある。②

将来の検査一般において，正確な事実の把握を困難にするなど，検査の

実効性を損ねるおそれがある。③被検査金融機関に多大な影響を及ぼす

のみならず，金融情勢全般に不測の影響を与えるおそれがあり，金融シ

ステム全体の安定性が確保されないおそれがある。」（上記監督指針１

８９頁）として，原則不開示としている。 

 （２）本件対象文書について 

    本件対象文書は，平成３０年３月１３日を検査実施日として行われた

特定金融機関に対する検査（以下「本件検査」という。）について，検

査結果の検討や取りまとめに際して作成・取得された文書一式であって，
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概ね，企画審査課提出資料確認簿，決裁鑑，検査結果通知案，受領書，

検査結果報告書，検査命令書，重要事項説明に係る承諾書，検査関係情

報開示承諾申請書，検査関係情報開示承諾書（写），意見申出に関する

確認書，検査報告書配付簿により構成されている。 

    以下，原処分において不開示とした部分（以下「本件不開示部分」と

いう。）に係る不開示事由該当性について，本件対象文書を構成する文

書ごとに検討する（本件対象文書を構成する文書と，本件不開示部分の

対応関係は別表のとおりである。）。なお，組織名や用語については，

これらの文書が作成された時点のものを使用している。 

 （３）不開示事由該当性について 

   ア 企画審査課提出資料確認簿（別表の番号１及び番号２） 

     企画審査課提出資料確認簿は，検査官が審査担当者に検査資料を引

き継ぐ際に，資料に漏れがないかを双方で確認するために作成・記

録するものである。 

   （ア）別表の番号２固有部分 

      不開示とした部分には，検査官の印影及び氏名が記載されている

部分があるところ，これらは法５条１号本文前段に規定する個人に

関する情報であって，特定の個人を識別できるものに該当する。そ

して，どの金融機関をどの検査官が検査したかについては，公表慣

行がなく，また，これを公にすると，当該検査官に対して不当な圧

力が掛かるおそれがあり，「各行政機関における公務員の氏名の取

扱いについて（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連絡会議

申合せ）」における「特段の支障が生ずるおそれがある場合」に該

当するものと認められ，法５条１号ただし書イには該当せず，同号

ただし書ロ及びハに該当すると認めるべき事情も存しない。 

      したがって，検査官の印影又は氏名は，法５条１号本文前段に該

当する。 

   （イ）別表の番号１及び番号２共通部分 

      不開示とした部分には，検査の着眼点，検査の手法を類推できる

ほか，これを通じて検査当局内部の検討経過をも窺い知ることがで

きる情報が記載されている部分があり，これらを公にすれば，今後

金融庁から検査を受ける可能性のある金融機関に対して，問題点等

の発覚を妨げる手段を与えることになりかねず，検査事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるため，法５条６号柱書き及びイに

該当する。 

   イ 決裁鑑（別表の番号３） 

不開示とした部分には，検査官の印影が記録されており，前記ア

（ア）と同様に法５条１号本文前段に該当する。 
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   ウ 検査結果通知案（別表の番号４ないし番号６及び番号７の一部（本

件対象文書２６７枚目ないし３４１枚目）） 

     検査結果通知とは，立入検査を通じて把握した事項や問題点等を検

査当局内部で審査・分析・検証し，最終的に，金融庁総合政策局長

名で検査結果として取りまとめられる文書で，立入検査終了後，検

査当局の見解として，被検査金融機関に対し，交付されるものであ

り，検査結果通知案はその案である。 

   （ア）別表の番号４及び番号５共通部分 

      不開示とした部分には，検査官の氏名及び役職が記載されている

部分があるところ，前記ア（ア）と同様に法５条１号本文前段に該

当する。 

   （イ）別表の番号４及び番号６共通部分 

      不開示とした部分には，検査の着眼点，把握した問題点及び検査

当局の評価等，検査方法に係る情報とともに，検査を通じて把握し

た被検査金融機関の経営内容，経営管理態勢等の経営上の機密やノ

ウハウ及び取引先に係る情報等，機微な情報が全体にわたり不可分

一体のものとして詳細に記載されているものと認められる。 

      これらの情報を公にすると，今後，金融庁から検査を受ける可能

性のある金融機関において，当該情報の分析等をし，金融庁の検査

方針や検査方法を把握することにより，問題点等の発覚を不正に免

れるための措置や対策を講じることが可能となるなど，検査に係る

事務に関し，検査当局による正確な事実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあり，検

査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえるから，法

５条６号イに該当する。 

      また，これらの情報を公にすると，被検査金融機関において考

案・蓄積されてきたノウハウ等が，第三者に有利に，又は，被検査

金融機関に不利に利用されることなどによって，被検査金融機関の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら，法５条２号イにも該当する。 

（ウ）別表の番号５及び番号７の一部（本件対象文書２６７枚目ないし

３４１枚目）共通部分 

   不開示とした部分には，検査の着眼点，把握した問題点及び検査

当局の評価等，検査方法に係る情報とともに，検査を通じて把握し

た被検査金融機関の経営内容，経営管理態勢等の経営上の機密やノ

ウハウ及び取引先に係る情報等，機微な情報が全体にわたり不可分

一体のものとして詳細に記載されているものと認められる。 

   これらの情報を公にすると，今後，金融庁から検査を受ける可能
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性のある金融機関において，当該情報の分析等をし，金融庁の検査

方針や検査方法を把握することにより，問題点等の発覚を不正に免

れるための措置や対策を講じることが可能となるなど，検査に係る

事務に関し，検査当局による正確な事実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあり，検

査事務全般の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえるから，

法５条６号柱書き及びイに該当する。 

   また，これらの情報を公にすると，被検査金融機関において考

案・蓄積されてきたノウハウ等が，第三者に有利に，又は，被検査

金融機関に不利に利用されることなどによって，被検査金融機関の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら，法５条２号イにも該当する。 

エ 検査報告書（別表の番号７の一部（本件対象文書３４３枚目ないし

４４９枚目，４５１枚目ないし５４２枚目）及び番号９） 

  検査報告書は，立入検査終了後に，主任検査官において，検査を通

じて把握した事項や問題点等を検査当局内部で報告するために検査結

果を取りまとめた文書であり，最終的な検査結果通知書の原案となる

ものであるが，主任検査官の認識を表現した内容が不確定であって検

討過程にあるものである。 

（ア）別表の番号９固有部分 

  ａ 不開示とした部分には，検査官の氏名が記載されている部分が

あり，前記ア（ア）と同様に法５条１号本文前段に該当する。 

  ｂ 不開示とした部分には，検査の着眼点，検査の手法を類推でき

るほか，これを通じて検査当局内部の検討経過をも窺い知ること

ができる情報が記載されている部分があり，前記ア（イ）と同様

に，法５条６号柱書き及びイに該当する。 

（イ）別表の番号７の一部（本件対象文書３４３枚目ないし４４９枚目

及び４５１枚目ないし５４２枚目）固有部分 

   不開示とした部分には，検査の着眼点，把握した問題点及び検査

当局の評価，検査の手法等，検査当局内部の検討経過を窺い知るこ

とができる情報とともに，検査を通じて把握した被検査金融機関の

経営内容，経営管理態勢等の経営上の機密やノウハウ及び取引先に

係る情報等，機微な情報が全体にわたり不可分一体のものとして詳

細に記載されているものと認められ，前記ウ（ウ）と同様に法５条

２号イ並びに６号柱書き及びイに該当する。 

オ 検査命令書（別表の番号１０） 

検査命令書は，金融庁長官から主任検査官に対し，特定業法に基づ

く検査の実施を命ずる旨が記載されている書面である。 
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不開示とした部分には，検査官の氏名が記載されており，前記ア

（ア）と同様に法５条１号本文前段に該当する。 

   カ 受領書，重要事項説明に係る承諾書，検査関係情報開示承諾申請書，

検査関係情報開示承諾書（写），意見申出に関する確認書（別表の

番号８及び番号１１ないし番号１４） 

     金融検査では，立入検査の開始前や終了時において，主任検査官か

ら被検査金融機関や検査対象となった関係会社に対して，検査関係

情報の取扱いといった重要事項の説明や検査結果通知書の交付を行

い，説明内容を承諾した旨や検査結果通知書を受領した旨の書面を

被検査金融機関や関係会社から徴することとしており，また，被検

査金融機関から第三者への検査結果情報の開示の申出があった場合

には，当該被検査金融機関から書面による申請を求めるものとして

いる。 

     標記の各文書は，立入検査に関し，被検査金融機関から提出を受け

た承諾書や申請書（申請書の添付資料含む）等又は被検査金融機関

からの申請を受けて金融庁から被検査金融機関へ交付された承諾書

である。 

   （ア）別表の番号１１及び番号１４共通部分 

      不開示とした部分のうち，別表の番号１１には検査官の氏名が，

同番号１４には検査官の氏名及び印影が記載されている部分があり，

前記ア（ア）と同様に法５条１号本文前段に該当する。 

   （イ）別表の番号１１及び番号１３共通部分 

      不開示とした部分には，特定金融機関や特定金融機関に関係する

法人又は団体の代表者の印影が記録されている部分があるところ，

金融機関及び法人又は団体の代表者の印影は，認証的機能を有し，

実社会において重要な役割を果たしており，これを公にした場合，

偽造される等により財産的損害等を及ぼし，当該法人等の権利，競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは明らかで

ある。 

      また，不開示とした部分には，金融機関の経営・内部管理等に係

る情報及びその取引先に係る情報が記載されており，これを公にす

ることにより，当該関係会社の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれと認められるため，法５条２号イに該当する。 

   （ウ）別表の番号８固有部分 

      不開示とした部分には，特定金融機関の代表者等の印影が記録さ

れている部分があるところ，金融機関の代表者等の印影は，認証的

機能を有し，実社会において重要な役割を果たしており，これを公

にした場合，偽造される等により財産的損害等を及ぼし，当該法人
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等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるこ

とは明らかであるから，法５条２号イに該当する。 

   （エ）別表の番号１２固有部分 

      不開示とした部分には，金融機関の経営・内部管理等に係る情報

及びその取引先に係る情報が記載されており，これを公にすること

により，当該関係会社の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれと認められるため，法５条２号イに該当する。 

   キ 検査報告書配付簿（別表の番号１５） 

検査報告書配付簿は，検査当局において，配付先や配付時期等を記

録したものである。 

   （ア）不開示とした部分には，検査官の氏名が記載されている部分があ

り，前記ア（ア）と同様に法５条１号本文前段に該当する。 

   （イ）不開示とした部分には，検査報告書の配付を受けた職員の氏名及

び役職名，検査報告書の配付時期のほか，検査報告書を基に行われ

る協議の種別や議題を窺わせる項目等が記載されている部分があり，

これらの情報から検査の着眼点，検査の手法を類推される可能性が

あると認められ，これらの情報を公にすれば，金融庁から検査を受

ける可能性のある金融機関に対して，問題点等の発覚を妨げる手段

を与えることとなりかねず，検査事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるため，法５条６号柱書き及びイに該当する。 

      原処分の理由のほか，これらの情報は，検査結果通知に至るまで

の協議過程に係る情報でもあり，当該部分を公にすれば，各協議に

おける関係者や協議過程が推認され，今後の金融検査において率直

な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあ

ると認められ，法５条５号にも該当する。 

 （４）法７条に基づく裁量的開示の要否について 

審査請求人は審査請求書において，「法７条も参照した上で特段の配

慮をご検討賜りたくお願い申し上げます。」などと記載していることか

ら，公益上の必要性による裁量的開示を求めているものと解される。 

法７条に基づく裁量的開示は，開示請求に係る行政文書に不開示情報

が記録されている場合であっても，行政機関の長が公益上特に必要と認

めるときは，これを開示することができるとするものである。その判断

は，当該不開示情報を公にすることに，不開示とすることにより保護さ

れる利益を上回る公益上の必要性があると認められるかどうかによって

行われる。 

本件についてみると，審査請求人は，本件対象文書が特定金融機関に

対して業務改善命令を出す直前に実施された検査に関する文書であるな

どとし，開示の必要性を述べている。しかしながら，本件不開示部分の
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不開示事由該当性及びこれらを公にした場合の影響については前記

（３）に記載のとおりであり，また，審査請求人が述べる特定金融機関

に対する業務改善命令については，当局が必要と認める範囲で金融庁ウ

ェブサイトにおいて公開されており，既に社会に対して広く情報提供が

なされていると考えられる。 

したがって，本件不開示部分を開示することに，これを不開示とする

ことにより保護される利益を上回る公益上の必要性があるとは認められ

ない。 

 ５ 審査請求人の主張に対する反論について 

   審査請求人は，前記第２の２（１）のとおり原処分に対する不服を述べ

るが，本件対象文書が不開示事由に該当し，また，法７条による裁量的開

示の必要性も認められないことについては，前記４（３）及び（４）に記

載のとおりであるから，審査請求人の主張は結論を左右するものではない。 

 ６ 結語 

   よって，原処分は妥当であるから，諮問庁は，これを維持するのが相当

であると思料する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年１月１９日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月９日     審議 

④ 同月２４日      審査請求人から意見書及び資料を収受 

⑤ 同年６月１９日    委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件

対象文書の見分及び審議 

⑥ 同月２８日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

  処分庁は，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ並びに

６号柱書き及びイに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，不開示部分の開示を求めているところ，諮

問庁は，原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結

果を踏まえ，不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

なお，審査請求人は，上記第２の２（２）アにおいて，法５条１号によ

り「開示文書から『個人名』及び『印影』が不開示となることについては

妥当性があることについて審査請求人に特段の異論はない」と主張する。 

本件対象文書には，法５条１号により不開示とされた部分以外にも数多

くの「個人名」及び「印影」が記載されており，審査請求人のいう「個人

名」及び「印影」の範囲が不明確であることから，本件不開示部分全てに



 15 

ついて，不開示情報該当性を判断する。 

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）別表の番号１の不開示部分について 

当該部分には，検査項目及び検査資料の冊数が記載されていることが

認められる。 

当該部分を公にすると，検査の着眼点，検査の手法や収集した資料の

分量を類推できるほか，これを通じて検査当局内部の検討経過をも窺い

知ることができるなど，検査当局の検査に係る事務に関し，正確な事実

の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為の発見を困難に

するおそれその他検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

認められる。 

したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同号柱書きについ

て判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（２）別表の番号２の不開示部分について 

   ア 検査官の氏名及び印影が記載されている部分について 

     当該部分は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができる情報に該当する。また，

金融庁における検査官の氏名及び印影について，公表慣行をうかが

わせる事情はないことから同号ただし書イに該当せず，同号ただし

書ロ及びハに該当する事情も認められない。さらに，当該不開示部

分は，個人識別部分に該当するため，法６条２項に基づく部分開示

の余地はない。 

したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示としたこと

は妥当である。 

   イ その余の部分について 

     当該部分には，検査班から企画審査課へ引き継ぐ資料名，引継ぎの

有無，その冊数及び備考が記載されていることが認められる。 

    当該部分を公にすることにより，検査の着眼点，検査の手法や収集

した資料の分量を類推されるなど，検査事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとする上記第３の４（３）ア（イ）の諮問庁の説明

は否定し難い。 

    したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（３）別表の番号３の不開示部分について 

当該部分には検査官の印影が記載されていると認められ，上記（２）

アと同様の理由により，法５条１号に該当し，不開示としたことは妥当

である。 

 （４）別表の番号４の不開示部分について 
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   ア 別表の番号４の５欄に掲げる部分について 

     当該部分には検査の概要が記載されていると認められるものの，金

融庁のウェブサイトにおいて公表している情報及び本件対象文書に

おいて既に開示されている部分と同旨の情報又は当該情報から容易

に推測できる情報であると認められ，法５条１号，２号イ及び６号

イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

イ 検査官の氏名が記載されている部分について 

  当該部分は，上記（２）アと同様の理由により，法５条１号に該当

し，不開示としたことは妥当である。 

ウ その余の部分について 

     当該部分には，検査官の人数，検査の着眼点や検査の手法等，検査

方法に係る情報が記載されていることが認められ，当該部分を公に

することにより，検査の着眼点，検査の手法を類推されるなど，検

査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

     したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同条２号イにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

 （５）別表の番号５の不開示部分について 

ア 別表の番号５の５欄に掲げる部分について 

     当該部分には検査の概要が記載されていると認められるものの，上

記（４）アと同様の理由により，法５条１号，２号イ及び６号イの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

イ 検査官の氏名が記載されている部分について 

  当該部分は，上記（２）アと同様の理由により，法５条１号に該当

し，不開示としたことは妥当である。 

ウ その余の部分について 

     当該部分には，非公表の検査の日程，検査官の人数，検査の着眼点

や検査の手法等，検査方法に係る情報が記載されていることが認め

られ，上記（４）ウと同様の理由により，法５条６号イに該当し，

同条２号イ及び６号柱書きについて判断するまでもなく，不開示と

したことは妥当である。 

 （６）別表の番号６の不開示部分について 

当該部分には，検査の着眼点や検査の手法等，検査方法に係る情報が

記載されていることが認められ，上記（４）ウと同様の理由により，法

５条６号イに該当し，同条２号イについて判断するまでもなく，不開示

としたことは妥当である。 

 （７）別表の番号７の不開示部分について 

   ア 別表の番号７の５欄に掲げる部分について 

     当該部分には，当該ページのタイトルが記載されていると認められ
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るものの，本件対象文書において既に開示されている部分と同旨の

情報であり，その内容は一般的な記載にとどまることから，法５条

２号イ並びに６号柱書き及びイのいずれにも該当せず，開示すべき

である。 

   イ その余の部分について 

当該部分には，検査の着眼点や検査の手法等，検査方法に係る情報

が記載されていることが認められ，上記（４）ウと同様の理由によ

り，法５条６号イに該当し，同条２号イ及び６号柱書きについて判

断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

 （８）別表の番号８の不開示部分について 

    当該部分には，特定金融機関の代表者等の印影が記載されていること

が認められる。 

    当該印影は，特定金融機関の代表者等を表象したものであると認めら

れるところ，当該印影は，これが押された書類等の記載事項の内容が真

正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるととも

に，これにふさわしい形状のものであって，特定金融機関において，こ

れを公にしていることをうかがわせる事情もない。 

    そうすると，これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されるお

それがあることは否定できず，当該法人の権利，競争上の地位その他正

当な利益が害されるおそれがあると認められることから，法５条２号イ

に該当し，不開示としたことは妥当である。 

 （９）別表の番号９の不開示部分について 

   ア 別表の番号９の５欄に掲げる部分について 

     当該部分には文書のタイトルが記載されていることが認められるも

のの，本件対象文書において既に開示されている部分と同旨の情報

又は当該部分から容易に推測できる情報であると認められることか

ら，法５条６号柱書き及びイのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。 

イ 検査官の氏名が記載されている部分について 

  当該部分は，上記（２）アと同様の理由により，法５条１号に該当

し，不開示としたことは妥当である。 

ウ その余の部分 

当該部分には，非公表の検査日程，検査の着眼点や検査の手法等，

検査方法を類推可能な情報が記載されていることが認められ，上記

（４）ウと同様の理由により，法５条６号イに該当し，同号柱書き

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

 （１０）別表の番号１０の不開示部分について 

当該部分には検査官の氏名が記載されていると認められ，上記（２）



 18 

アと同様の理由により，法５条１号に該当し，不開示としたことは妥当

である。 

 （１１）別表の番号１１の不開示部分について 

   ア 別表の番号１１の５欄に掲げる部分について 

     当該部分には，特定金融機関から第三者への検査結果情報の開示に

係る承諾を求める旨の文言が記載されているものの，その内容は一

般的な記載や特定金融機関のウェブサイトにおいて自ら公表してい

る情報から推認できる情報であると認められ，これを公にしても，

特定金融機関や取引先の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるとは認められない。 

     したがって，当該部分は，法５条２号イに該当せず，開示すべきで

ある。 

イ 検査官の氏名が記載されている部分について 

  当該部分は，上記（２）アと同様の理由により，法５条１号に該当

し，不開示としたことは妥当である。 

ウ 特定金融機関の印影が記載されている部分について 

  当該部分は，上記（８）と同様の理由により，法５条２号イに該当

し，不開示としたことは妥当である。 

エ その余の部分について 

  当該部分には，特定金融機関の経営・内部管理等に係る情報及びそ

の取引先に係る情報が記載されていると認められ，これを公にした場

合，特定金融機関の内部管理態勢等が明らかになるなど，特定金融機

関等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると

認められる。 

  したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

 （１２）別表の番号１２の不開示部分について 

   ア 別表の番号１２の５欄に掲げる部分について 

当該部分には，特定金融機関から第三者への検査結果情報の開示に

係る承諾を求める旨の文言が記載されているものの，その内容は特

定金融機関のウェブサイトにおいて自ら公表している情報から推認

できる情報であると認められ，これを公にしても，特定金融機関や

取引先の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るとは認められない。 

したがって，当該部分は，法５条２号イに該当せず，開示すべきで

ある。 

   イ その余の部分について 

     当該部分には，特定金融機関の経営・内部管理等に係る情報及びそ
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の取引先に係る情報が記載されていると認められ，上記（１１）エ

と同様の理由により，法５条２号イに該当し，不開示としたことは

妥当である。 

 （１３）別表の番号１３の不開示部分について 

    当該部分には，特定金融機関の経営・内部管理等に係る情報及びその

取引先に係る情報が記載されていると認められ，上記（１１）エと同様

の理由により，法５条２号イに該当し，不開示としたことは妥当である。 

 （１４）別表の番号１４の不開示部分について 

    当該部分には検査官の氏名及び印影が記載されていると認められ，上

記（２）アと同様の理由により，法５条１号に該当し，不開示としたこ

とは妥当である。 

 （１５）別表の番号１５の不開示部分について 

   ア 検査官の氏名が記載されている部分について 

  当該部分は，上記（２）アと同様の理由により，法５条１号に該当

し，不開示としたことは妥当である。 

イ その余の部分について 

当該部分には，検査報告書の配付を受けた職員の氏名及び役職名，

検査報告書の配付時期等が記載されていると認められる。 

当該部分を公にすることにより，どの部署が検査に関係しているの

かが明らかとなり，検査の着眼点，検査の手法を類推されるなど，

検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

（１）審査請求人は，本件不開示部分について，法７条の規定による裁量的

開示を主張するが，上記２において法５条１号，２号イ及び６号イに該

当するとして不開示とすべきとした部分については，これらを公にする

ことに，当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があるとまでは認

められないので，この点についての審査請求人の主張は容れることがで

きない。 

（２）審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するもので

はない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ

並びに６号柱書き及びイに該当するとして不開示とした決定については，

別表の５欄に掲げる部分を除く部分は，同条１号，２号イ及び６号イに該

当すると認められるので，同号柱書きについて判断するまでもなく，不開

示としたことは妥当であるが，別表の５欄に掲げる部分は，同条１号，２
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号イ並びに６号柱書き及びイのいずれにも該当せず，開示すべきであると

判断した。 

（第４部会） 

  委員 小林昭彦，委員 常岡孝好，委員 野田 崇 
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別紙（本件対象文書） 

 

「特定金融機関（決裁Ｈ３０．３．１３実施）」に編綴された全文書 
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別表 

 

１ 

番号 

２ 不開示とし

た部分 

３ 根拠条文 ４ 文書名等 ５ 開示すべ

き部分 

１ １枚目の全部 法５条６号柱

書き及びイ 

企画審査課提出

資料確認簿の補

足資料 

－ 

２ ３枚目の一部 法５条１号 

法５条６号柱

書き及びイ 

企画審査課提出

資料確認簿 

－ 

３ ４枚目の一部 

２６３枚目の一

部 

法５条１号 決裁鑑 

決裁鑑（廃案） 

－ 

４ ７枚目の一部 

９２枚目の一部 

１７８枚目の一

部 

法５条１号 

法５条２号イ 

法５条６号イ 

検 査 結 果 通 知

（案） 

７枚目，９２

枚目及び１７

８枚目の４行

目３文字目な

いし１１文字

目及び２３文

字目ないし３

５文字目並び

に５行目及び

６行目 

５ ２６６枚目の一

部 

法５条１号 

法５条２号イ 

法５条６号柱

書き及びイ 

検 査 結 果 通 知

（案）（廃案） 

４行目９文字

目ないし１７

文字目及び２

９文字目ない

し３６文字目

並びに５行目 

６ ８枚目及び９枚

目の一部 

１０枚目ないし

１８枚目の全部 

１９枚目及び２

０枚目の一部 

２１枚目ないし

２３枚目の全部 

法５条２号イ 

法５条６号イ 

検 査 結 果 通 知

（案） 

－ 
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２４枚目ないし

３２枚目の一部 

３３枚目の全部 

３４枚目及び３

５枚目の一部 

３６枚目の全部 

３７枚目の一部 

３８枚目ないし

４１枚目の全部 

４２枚目の一部 

４３枚目の全部 

４４枚目の一部 

４５枚目ないし

４９枚目の全部 

５０枚目ないし

５２枚目の一部 

５３枚目の全部 

５４枚目ないし

５６枚目の一部 

５７枚目ないし

６３枚目の全部 

６４枚目の一部 

６５枚目及び６

６枚目の全部 

６７枚目ないし

７１枚目の一部 

７２枚目及び７

３枚目の全部 

７４枚目及び７

５枚目の一部 

７６枚目ないし

９０枚目の全部 

９３枚目及び９

４枚目の一部 

９５枚目ないし

１０３枚目の全

部 
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１０４枚目及び

１０５枚目の一

部 

１０６枚目ない

し１０８枚目の

全部 

１０９枚目ない

し１１７枚目の

一部 

１１８枚目の全

部 

１１９枚目及び

１２０枚目の一

部 

１２１枚目の全

部 

１２２枚目の一

部 

１２３枚目ない

し１２６枚目の

全部 

１２７枚目の一

部 

１２８枚目の全

部 

１２９枚目の一

部 

１３０枚目ない

し１３４枚目の

全部 

１３５枚目ない

し１３７枚目の

一部 

１３８枚目の全

部 

１３９枚目ない

し１４１枚目の
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一部 

１４２枚目ない

し１４８枚目の

全部 

１４９枚目の一

部 

１５０枚目及び

１５１枚目の全

部 

１５２枚目ない

し１５６枚目の

一部 

１５７枚目及び

１５８枚目の全

部 

１５９枚目及び

１６０枚目の一

部 

１６１枚目ない

し１７５枚目の

全部 

１７９枚目及び

１８０枚目の一

部 

１８１枚目ない

し１８９枚目の

全部 

１９０枚目及び

１９１枚目の一

部 

１９２枚目ない

し１９４枚目の

全部 

１９５枚目ない

し２０３枚目の

一部 

２０４枚目の全
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部 

２０５枚目及び

２０６枚目の一

部 

２０７枚目の全

部 

２０８枚目の一

部 

２０９枚目ない

し２１２枚目の

全部 

２１３枚目の一

部 

２１４枚目の全

部 

２１５枚目の一

部 

２１６枚目ない

し２２０枚目の

全部 

２２１枚目ない

し２２３枚目の

一部 

２２４枚目の全

部 

２２５枚目ない

し２２７枚目の

一部 

２２８枚目ない

し２３４枚目の

全部 

２３５枚目の一

部 

２３６枚目及び

２３７枚目の全

部 

２３８枚目ない
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し２４２枚目の

一部 

２４３枚目及び

２４４枚目の全

部 

２４５枚目及び

２４６枚目の一

部 

２４７枚目ない

し２６１枚目の

全部 

７ ２６７枚目及び

２６８枚目の一

部 

２６９枚目ない

し２７７枚目の

全部 

２７８枚目及び

２７９枚目の一

部 

２８０枚目ない

し２８２枚目の

全部 

２８３枚目の一

部 

２８４枚目の全

部 

２８５枚目及び

２８６枚目の一

部 

２８７枚目の全

部 

２８８枚目ない

し２９１枚目の

一部 

２９２枚目及び

２９３枚目の全

法５条２号イ 

法５条６号柱

書き及びイ 

検 査 結 果 通 知

（案）（廃案） 

検査報告書 

４５１枚目の

１行目 
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部 

２９４枚目の一

部 

２９５枚目の全

部 

２９６枚目の一

部 

２９７枚目ない

し３００枚目の

全部 

３０１枚目の一

部 

３０２枚目の全

部 

３０３枚目の一

部 

３０４枚目ない

し３０８枚目の

全部 

３０９枚目及び

３１０枚目の一

部 

３１１枚目ない

し３１７枚目の

全部 

３１８枚目の一

部 

３１９枚目及び

３２０枚目の全

部 

３２１枚目ない

し３２４枚目の

一部 

３２５枚目及び

３２６枚目の全

部 

３２７枚目の一
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部 

３２８枚目ない

し３４１枚目の

全部 

３４３枚目及び

３４４枚目の一

部 

３４５枚目及び

３４６枚目の全

部 

３４７枚目及び

３４８枚目の一

部 

３４９枚目ない

し３５８枚目の

全部 

３５９枚目及び

３６０枚目の一

部 

３６１枚目ない

し３６５枚目の

全部 

３６６枚目の一

部 

３６７枚目及び

３６８枚目の全

部 

３６９枚目及び

３７０枚目の一

部 

３７１枚目及び

３７２枚目の全

部 

３７３枚目の一

部 

３７４枚目の全

部 
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３７５枚目ない

し３７７枚目の

一部 

３７８枚目ない

し３８２枚目の

全部 

３８３枚目及び

３８４枚目の一

部 

３８５枚目ない

し３８９枚目の

全部 

３９０枚目の一

部 

３９１枚目及び

３９２枚目の全

部 

３９３枚目及び

３９４枚目の一

部 

３９５枚目ない

し３９９枚目の

全部 

４００枚目ない

し４０６枚目の

一部 

４０７枚目ない

し４１３枚目の

全部 

４１４枚目の一

部 

４１５枚目及び

４１６枚目の全

部 

４１７枚目ない

し４２０枚目の

一部 
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４２１枚目ない

し４２３枚目の

全部 

４２４枚目の一

部 

４２５枚目ない

し４４９枚目の

全部 

４５１枚目及び

４５２枚目の一

部 

４５３枚目及び

４５４枚目の全

部 

４５５枚目及び

４５６枚目の一

部 

４５７枚目ない

し４６４枚目の

全部 

４６５枚目及び

４６６枚目の一

部 

４６７枚目ない

し４７１枚目の

全部 

４７２枚目の一

部 

４７３枚目の全

部 

４７４枚目及び

４７５枚目の一

部 

４７６枚目及び

４７７枚目の全

部 

４７８枚目ない
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し４８１枚目の

一部 

４８２枚目の全

部 

４８３枚目の一

部 

４８４枚目ない

し４８７枚目の

全部 

４８８枚目及び

４８９枚目の一

部 

４９０枚目ない

し４９３枚目の

全部 

４９４枚目及び

４９５枚目の一

部 

４９６枚目及び

４９７枚目の全

部 

４９８枚目の一

部 

４９９枚目ない

し５０３枚目の

全部 

５０４枚目ない

し５０６枚目の

一部 

５０７枚目ない

し５１４枚目の

全部 

５１５枚目の一

部 

５１６枚目及び

５１７枚目の全

部 
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５１８枚目の一

部 

５１９枚目ない

し５４２枚目の

全部 

８ ２６２枚目の一

部 

５４４枚目の一

部 

５７２枚目の全

部 

５７４枚目の一

部 

法５条２号イ 受領書 

重要事項承諾書 

検査関係情報開

示承諾申請書 

意見申出に関す

る確認書 

－ 

９ ３４２枚目の一

部 

４５０枚目の一

部 

法５条１号 

法５条６号柱

書き及びイ 

検査結果報告書 ４５０枚目の

２行目及び３

行目 

１０ ５４３枚目の一

部 

法５条１号 検査命令書 － 

１１ ５４５枚目の一

部 

５５４枚目の一

部 

法５条１号 

法５条２号イ 

検査関係情報開

示承諾申請書 

５４５枚目の

７行目ないし

２０行目 

５５４枚目の

７行目ないし

１２行目 

１２ ５４６枚目の全

部 

５４８枚目ない

し５５２枚目の

全部 

５５５枚目の全

部 

５５７枚目ない

し５７１枚目の

全部 

法５条２号イ 検査関係情報開

示承諾申請書 

５４６枚目全

て 

１３ ５４７枚目の全

部 

法５条２号イ 検査関係情報開

示承諾申請書 

－ 
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５５６枚目の全

部 

１４ ５５３枚目の一

部 

５７３枚目の一

部 

法５条１号 検査関係情報開

示承諾書 

－ 

１５ ５７５枚目の一

部 

法５条１号 

法５条６号柱

書き及びイ 

検査報告書配付

簿 

－ 

（注）行数の数え方については，空白の行及び表の枠線は数えない。 

文字数の数え方については，句読点，記号及び半角文字も１文字と数え，

空白部分を数えない。 

 


